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平成 30年度 長野県地方税滞納整理機構決算 審査意見  

 

第 1 審査の対象 

    平成 30年度長野県地方税滞納整理機構歳入歳出決算 

 

第 2 審査の時期 

    令和元年 6月 26日 

 

第 3 審査の方法 

    審査に当たっては、歳入歳出決算書及び同附属書類が関係法令に準拠して作成されているか

どうかを確認するとともに、これらの計数について関係諸帳簿及び関係資料を照合審査し、併せ

て関係職員から説明を聴取した。 

 

第 4 審査の概要 

 1 決算収支の状況 

    平成 30 年度の決算額は、予算現額 188,474 千円に対して、歳入額 191,327 千円、歳出額

182,408千円で、予算現額に対する割合は、歳入 101.5％、歳出 96.8％となっている。 

    決算収支についての状況は、第 1表のとおりである。 

 

第 1表  決算収支の状況 

                                    （単位：千円） 

              年   度 

区   分 
平成 30年度 

予 算 現 額          Ａ 188,474 

歳 入 額         Ｂ 191,327 

歳 出 額         Ｃ 182,408 

形 式 収 支 （Ｂ－Ｃ）   Ｄ 8,919 

翌年度に繰り越すべき財源       Ｅ 0 

実 質 収 支 （Ｄ－Ｅ）   Ｆ 8,919 

予 算 執 行 率 
歳 入（Ｂ／Ａ） 101.5% 

歳 出（Ｃ／Ａ） 96.8% 

     

平成 30年度の決算収支は、形式収支は 8,919千円の黒字で、翌年度に繰り越すべき財源はな

いので、実質収支においても 8,919千円の黒字であり、剰余金となっている。   
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 2 決算の状況 

(1) 歳 入 

歳入予算の執行状況は、第２表のとおりである。 

 

第 2表 款別の収入状況 

                                      （単位：千円） 

款 科 目 予算現額 調定額 収入済額 
不 納
欠損額 

収 入
未済額 

予算現額
に対する
収 入 率  

収入済
額の構
成比 

1 
分担金及び 
負担金 

169,115 169,115 169,115 0 0 100.0% 88.4% 

2 財産収入 9 5 5 0 0 55.5% 0.0% 

3 繰 越 金 8,228 8,228 8,228 0 0 100.0% 4.3% 

4 諸 収 入 11,122 13,979 13,979 0 0 125.7% 7.3% 

計 188,474 191,327 191,327 0 0 101.5% 100.0% 

 

歳入の決算状況は、予算現額 188,474千円に対し、調定額、収入済額は共に 191,327千円で、

収入率は、101.5％である。 

 収入の内訳は、負担金（構成団体である市町村及び長野県からの負担金）169,115千円、財産

収入(利子および配当金) が 5 千円、繰越金（前年度繰越金）8,228 千円、諸収入（滞納処分費

等）13,979 千円となっており、款別構成比率は、分担金及び負担金 88.4％、繰越金 4.3％、諸

収入 7.3％となっている。 

 

(2) 歳 出 

歳出予算の執行状況は、第 3表のとおりである。 

 

第 3表 款別の支出状況 

              （単位：千円） 

款 科 目 予算現額 支出済額 
翌年度 

繰越額 
不用額 

予算現額
に対する
執 行 率  

支出済
額の構
成比 

1 議 会 費 290 264 0 26 91.0% 0.1% 

2 総 務 費 187,184 182,144 0 5,040 97.3% 99.9% 

3 予 備 費 1,000 0 0 1,000 0.0% 0.0% 

計 188,474 182,408 0 6,066 96.8% 100.0% 

  

歳出の決算状況は、予算現額 188,474千円に対し、支出済額は 182,408千円で、予算現額 

に対する割合（執行率）は 96.8％、翌年度繰越額が 0 円、不用額は 6,066 千円となっている。 
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支出の主な内容は、議会費においては、議員報酬、旅費、通信運搬費等、また、総務費におい

ては構成団体からの派遣職員 17人の給与費等負担金、滞納整理システムの賃借料、滞納処分関

係手数料のほか、料金後納郵便料等の通信運搬費等に係る経費であり、支出済額の大部分は総

務費（構成比 99.9%）が占めている。 

 

   

第５ 審査の結果 

    審査に付された歳入歳出決算書及び同附属書類は、関係法令に準拠して作成されており、その

係数も正確であるとともに予算など財務に関する事務の執行についても適正に処理されている

ものと認められた。 

 

 

第６ 監査意見 

（１） 構成団体から移管されてくる事案は、件数、金額とも年々減少し、かつ小口化している傾向は

顕著である。 

 

（２） これらの現状を踏まえ、限られた人員の中で徹底した財産調査を実施するとともに、職員、不

動産鑑定士等と十分な意見調整を図りながら、事務処理を進めた結果、機構設立以降、最高の

徴収率（36.4％）、換価率（34.8％）を確保したことは推奨に値するものと思われる。 

 

（３） 今後とも、当該機構の抱えている課題について、構成団体等と十分意見交換しながら解決に向

け着実な対応に努められたい。 
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